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北海道アザラシ管理計画について 
 

■ 計画策定の経緯 

ゴマフアザラシは、冬場にサハリン沿岸等から本道沿岸に回遊する「冬期北海道回遊群」と、夏場に道東の

尾岱沼等に生息し、冬場の生息地が不詳である「夏期北海道回遊群」に分類される。 

近年、冬期北海道回遊群から分離した、道北地域に居続ける「周年定着個体」が増加し、漁業被害が深刻化し

たため、ゴマフアザラシの個体数を適正に管理することが特に必要と判断し、平成27年(2015年)に「北海道ア

ザラシ管理計画」、平成29年(2017年)に第２期計画を策定し、対策を継続した結果、個体数の管理目標を達成

するとともに漁業被害額が減少した。 

一方で、深刻な被害が続いている地域があることなどから、第３期計画を策定し、対策を実施。 

 

■ 計画策定の目的 

○ アザラシ類による漁業被害の軽減 

○ 人とアザラシ類との共存                

 

■ 課題 

○ 分布域全体での個体数推計の把握 

○ 漁業被害の実態把握 

○ アザラシ類捕獲従事者の確保・育成 

○ 銃以外による捕獲方法の確立     など 

 

【参考】                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第３期計画期間 

○ 令和4年度（2022年度）～令和8年度（2026年度)（５年間） 

 

■ 計画で定める対象鳥獣 ゴマフアザラシ 

  

区分 計画で定める対象鳥獣 対象鳥獣としない 

北海道に回遊生息し

ているアザラシ類（5

種類） 

・ゴマフアザラシ ・クラカケアザラシ 

・ワモンアザラシ 

・アゴヒゲアザラシ 

・ゼニガタアザラシ 

現状・考え方 
確認個体数の増加や生

息地の範囲が拡大 

生息数の増加や拡大が認め

られていない 

希少鳥獣のため国が管理 
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■ 管理目標 

○ 冬期北海道回遊群(冬期来遊・夏期退去)、夏期北海道回遊群(風連湖等に６月～翌年２月) 

・個体数管理に必要な分布域全体の個体数推計が困難な状況が継続しているため、個体数の削減目標は設定

しないが、引き続き被害防止等の捕獲は実施。 

○ 周年定着個体 

・平成27 年度（2015 年度）の確認個体数（1,413 頭）の概ね２分の１を目指す。 

 

■ 被害防除対策 

○ 交付金を活用した市町村や漁業協同組合などによる捕獲・追い払い。 

○ 許可要件の緩和継続など、トド採捕従事者の積極的な活用。 

○ 効果的な捕獲を行うため、捕獲手法の検討で得られた知見を「北海道アザラシワークショップ」等で周知。 

 

■ モニタリング 

○ 個体数、捕獲頭数、混獲頭数等 

・周年定着個体、回遊群の個体数を目視・ドローン・定点カメラにより計測、変化を分析。 

・道の各種統計から捕獲頭数、混獲頭数等を把握。 

○ 漁業被害聞取調査 

・漁業被害の増減などについて漁業関係者から聞き取り調査の実施。 

  

■ 実施体制 

○ 学識経験者で構成された北海道アザラシ管理検討会において計画を評価･検証。 

○ 管理目標等を定めた事業実施計画の策定 

 

※ 北海道アザラシ管理計画 令和５年度事業実施計画として、ワークショップを実施 

 

＜北海道アザラシ管理計画ＵＲＬ＞ 

  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/azarashikeikaku.html 
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漁業被害聞取調査について 

 

１ 調査の必要性 

北海道アザラシ管理計画では、沿岸漁業資源への深刻な影響を回避するとともに漁業被害が受忍限

度を超えない水準にまで軽減するとしている。（計画 3.3.1） 

              

２ 課題 

  アザラシ類が網に付くことによる漁獲効率の低下による影響、漁獲物の食害痕が残りづらい刺し網

漁業の被害実態、被害増加による操業見合わせの影響など漁業被害全体の把握が困難である。（計画 

2.2.2） 

※年、地域、漁獲魚種、漁業形態・規模によって、被害の大きさや性質が異なり、豊漁・不漁や景

気、社会情勢などの影響を受けやすい。 

  

３ 対応方向 

漁業協同組合、漁業者、市町村から漁業被害の増減の認識などについて、聞き取り調査を実施し、

定性的評価も検討する。（計画 9.9.2） 

 

４ 調査方法 

  次の事項を踏まえ、漁業者や漁業組合に直接聞き取りを行う。 

(1) 魚種、漁法、漁期、水揚量などの地域漁業の全体像の確認。 

(2) 年次的な被害傾向。 

(3) 休漁や廃業などの見えない被害の確認。 

(4) アザラシ以外のトドやオットセイによる被害の確認。 

(5) 目撃状況、捕獲や追い払いの実施、補助金等利用の有無、観光利用、食肉などの有効活用、混獲

個体の処理方法などの確認。 

 

■ 北海道アザラシ管理計画（第３期） 抜粋 

2. 課題 

2.2. 漁業被害の実態把握 

サケ定置網漁業では、網の中に残った「トッカリ食い」の食害サケを数えることにより被害の状況を把握し

ているが、アザラシ類が網に付くことによる漁獲効率の低下による影響、漁獲物の食害痕が残りづらい刺し網

漁業の被害実態、アザラシ類が上陸することによる藻類への影響、及び被害の増加による操業見合わせの影響

については、把握が難しい。 

平成 28年度(2016年度)から、被害発生地域及びその周辺等において、市町村、漁業協同組合及び漁業者か

らの聞き取り調査を実施し、漁業被害に対する意識や被害の状況について確認した。 

漁業被害全体の正確かつ定量的な見積もりは困難なことから、漁業者からの聞き取りによる定性的情報を含

めた被害状況の把握に努める必要がある。 

3. 計画策定の目的 

3.1. アザラシ類による漁業被害の軽減 

近年、アザラシ類による漁業被害の拡大が顕著であり、その被害規模は漁業者の受忍限度を超え、地域経済

への影響も懸念されていたが、平成 27年度(2015年度)以降は減少に転じたものの、依然として深刻な漁業被

害が続いている地域がある。 

この計画は、北海道沿岸のアザラシ類を適正な生息、回遊個体数に維持することにより、沿岸漁業資源への

深刻な影響を回避するとともに漁業被害が受忍限度を超えない水準にまで軽減することを目的とする 

 

9. モニタリングに関する事項 

9.2. 漁業被害 

周年定着個体数の削減による漁業被害の軽減効果を検証するため、漁業被害の増減の認識などについて、漁

業協同組合、漁業者からの聞き取り調査を継続し、数字だけでは評価できない定性的評価の方法等を検討する。 


